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○大町市寝たきり老人等入浴サービス事業実施要綱 

平成２年３月３１日 

告示第１６号 

改正 平成５年３月３０日告示第１９号 

平成１０年３月３１日告示第２４号 

平成１１年３月３日告示第２０号 

（目的） 

第１ この要綱は、家庭の入浴設備では入浴が困難な重度の寝たきり老人等に対し、

入浴の機会を提供することにより、在宅寝たきり老人等福祉の向上を図るため入浴

サービス事業（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。 

（対象者） 

第２ 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね６５歳以上の者又は身体障害者

手帳所持者で、常時介護を要し、家庭の入浴設備では入浴が困難なもの（以下「寝

たきり老人等」という。）とする。 

（申請） 

第３ 事業を受けようとする者は、大町市寝たきり老人等入浴サービス実施申請書

（様式１号）を市長に提出するものとする。 

（決定） 

第４ 市長は、第３の規定による申請があったときは、事業の実施の必要性を審査し、

速やかに実施の可否を決定し、福祉施設及び委託業者等に措置申請をするものとす

る。 

２ 市長は、事業実施後において必要と認めた場合は、診断書の提出を求めることが

できる。 

３ 次の各号のいずれかに該当するものは、事業を受けることができない。 

（１）入浴することについて医師が不適当と認めた者 

（２）市長が入浴することが不適当と認めた者 

（費用の負担） 

第５ 事業を受ける者は、別に定める負担金を支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、費用の負担を要しな

い。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯に属する者 

（２）前年分の所得税が非課税である世帯に属する者 

（台帳の整備） 

第６ 市長は、大町市寝たきり老人等入浴サービス実施台帳を整備しておくものとす

る。 

（補則） 

第７ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月３０日告示第１９号） 
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この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３１日告示第２４号） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３日告示第２０号） 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
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様式（省略） 

 


